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関市農業委員会総会議事録 

 

場所：関市役所 ６－６・６－７会議室 

 

○議事日程 

令和２年１月７日（火曜日）午前１０時００分 開議 

（１） 議事録署名委員の指名 

（２） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３） 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

（４） 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 議案第４号 事業計画変更に対する意見について 

（６） 議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

（７） 議案第６号 地目が田・畑であって現況が森林である土地の保安林指定について 

 

 

 

 

○出席委員（１８名） 

   １番 安田 美雄 君     ２番 井戸 恒男 君     ３番 川村 信子 君 

４番 佐藤 平和 君     ５番 遠藤 昭冶 君     ６番 野田 卓志 君 

８番  森   邦彦 君        ９番 八木 豊明 君   １０番 杉山 徳成 君 

１１番 中村 雅博 君     １２番 後藤 三郎 君   １３番 安田 孝義 君 

１４番 増井 賢一 君   １５番 土屋 尊史 君     １６番 野村 茂  君 

１７番 日置 香   君      １８番 永井 博光 君     １９番 岩田 幸子 君 

 

 

 

 

 

○欠席委員（１名） 

  ７番 片岡 篤夫 君  

 

 

 

 

○委員以外の出席者 

 産業経済部長       横山 伸治 君    農業委員会事務局長  長尾 成広 君   

農業委員会事務局課長補佐 小石 隆之 君    農業委員会事務局係長 小森 康司 君    

農業委員会事務局主事   前田 有美 君    武芸川事務所課長補佐 桜井 伸一 君 
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午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（小石隆之君）ただ今より農業委員会を始めさせていただきます。初めに、市

民憲章のご唱和をお願いいたします。 

（市民憲章唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、野村会長よりご挨拶をお願いします。 

○会長（野村茂君）みなさん、明けましておめでとうございます。年末年始とも穏やかな天候であ

りましたが、皆様方におかれましては令和初の新春を団らんの中で迎えられたと思います。 

さて、昨年ですが平成から令和に代わりまして、農業関係につきましては一昨年の９月９日に豚

コレラが関市で発生しました。現在廃ってはいるようですが、終息まではいっていないと言うこと

です。最近は養豚農家での豚コレラ発生やイノシシの豚コレラ発生と言うことは年明けからは聞い

ておりませんが、大変な出来事でありました。 

昨年、県の会議に出席し、県から豚コレラについて話がありました。その話について説明させて

いただきます。発生前の県下での養豚農家が３８農家ありまして、１１万６千頭の豚が飼育されて

いたそうです。一昨年の９月９日に豚コレラが発生し、昨年の１２月１５日までの内、殺処分が７

万頭、全体の６０パーセントが豚コレラにより殺処分されたと言うことです。 

イノシシにつきましては千頭に達したと言うことを報じられまして、県の調べによりますと、１

２月１５日現在でイノシシへの豚コレラ感染が１，１１３頭と言うことです。豚コレラにつきまし

ては大きな課題として、岐阜県が防止に向けて取り組まれて行くと言うことです。豚コレラと言う

呼び方は非常に呼び方が悪いと言うことで、ＣＳＦと言う呼び方になるそうです。豚コレラも終息

していないところで、まだ懸念されているのが、アフリカ豚コレラです。ＡＳＦと言うことですが、

今後、国内に入って来ることが懸念されております。 

今年ですと報道で報じられているようにオリンピックが後２００日と言うことです。オリンピッ

クが済みますと衆議院議員の解散が報じられております。こう言ったことで今年はスポーツ、政治

と大きな動きのある年かなと思っております。 

また、一番身近なことでは、私たち農業委員の任期が７月１９日までとなっております。あと、

７ヶ月程ですが皆さんのご尽力をいただきまして、農業委員会がスムーズに行われます事をお願い

いたしまして、挨拶とさせていただきます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）続きまして、産業経済部長の横山がご挨拶申し上げます。 

○産業経済部長（横山伸治君）明けましておめでとうございます。会長から年末年始の話がありま

したが、今年、市役所ではカレンダーの関係で休みが９日間ありました。通常なら１２月２９日か

ら１月３日までの６日間ですが、土日の巡りあわせで９日間の休みとなりました。市役所だけでは

なく全国的な傾向ですが、働き方改革と言うことで関市役所も仕事納め式が昔は１２月２８日でし

たが、仕事納め式だけですが、１２月２５日にありました。市役所自体は開庁しておりますが職員

が交代で休みが取れるようにと言うことで、交代で長期休暇を取り、休暇中の職員の仕事を覚える

と言う事であります。 

私も２７日に休みを取りまして、１０連休をいただきました。６日間と１０連休も感覚的にはバ

タバタして終わってしまったと言う感じで、最後の二日の日にのんびり家にいたと言うことで、あ

とは年末の掃除などで終わってしまいました。 

去年の５月に６０歳を迎え、還暦で厄年と言うこともあり、年末に家の掃除や、洗車をしていた

ら、後ろタイヤの空気が少ないと思い、空気を入れにガソリンスタンドに行き、調べもらったら案

の定パンクしておりまして、直してくださいと言ったらもう直らないですと言われました。要する

にタイヤの接地面ではなく、横の面の部分でありまして、タイヤを買ってくださいと言う事で一つ

だけ買ってもと思い、４本全部変えたら結構な出費になりました。それが３０日の夕方でした。３

１日明けたら、物を食べていたところ、何か固いものがありまして、歯が抜けてしまいました。タ

イヤもそうですし、歯医者さんもそうですが、年末年始やっていないので結局お正月は歯が１本無

い状態で、今もまだ歯医者さんに予約が取れていないので歯が抜けているままとなっています。そ

うして落ち込んでいたら、自分の背後ですごい音がしたので見たら、２５年か３０年くらい前から

掛けてある丸い掛け時計が落ちてきました。文字盤の所がガラスでしたのでそれが勢いよく割れて

しまいまして、なぜこの時期にと言うことが年末にありました。なので、厄年が年末に全部終わっ
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たのだ、年が明ければいいことがあるぞと勝手に思っておりました。 

余分な話でしたが、会長さんもおっしゃったように今年はスポーツイベントの多い年であります。

関市ではオリンピックの話ですと、コートジボワールが関市でキャンプをすると言う事です。なじ

みのない国でしたが西アフリカに位置する国で陸上がある程度強いと言う事です。去年はラグビー

のワールドカップで南アフリカが関市でキャンプを張っていただき、優勝すると言うこの上ないス

トーリーがありました。 

それから市制が７０周年、合併して１５年の節目の年となります。７０周年と言う事で、関市も

７０の記念事業を計画しております。私も７０の事業の細かい事を知りませんが、７０の事業を行

うと言うことです。合併も１５年になり、節目になると言う事で市・町が一緒になったのを改めて

親交を重ねていく年ではないかなと思っております。 

個人的な話ですが、６０歳ですので今年の３月で退職となりご無礼をさせていただきますが、こ

の先もどこかで皆さんと顔を合わせる事になりますので、その時にはよろしくお願いいたします。 

いろいろと雑談をしましたが、本年が皆様にとって良い年になりますように願いまして、私の挨

拶とさせていただきます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）つづきまして、１２月に職員の補充がありました事務局長より簡

単に紹介をさせていただきます。 

○事務局長（長尾成広君）皆さんおめでとうございます。今年もよろしくお願いします。事務局か

ら話がありましたが、１１月に現副市長である山下さんが退職されまして職員が欠員になっていた

所に、１２月１９日付で前田有美さんが農業委員会の職員として来ていただきました。挨拶をお願

いします。 

〇事務局主事（前田有美君）前田有美と申します。よろしくお願いします。 

○事務局長（長尾成広君）前田さんは子供が小さいため時間短縮の勤務となります。いろいろとお

世話になりますがよろしくお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）本日の欠席委員の報告をさせていただきます。７番片岡委員１

名が欠席でございます。 

○議長（野村茂君）ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。会議規則第８条の規定により、

委員の過半数以上の出席により、総会は成立しています。 

次に、議事録署名委員の指名を行います。８番森委員、９番八木委員のお二人にお願いします。 

これより議案の審議に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題とします。事務局の説明を求

めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について。農地

法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので、審議を求めます。議案は１ページから

になります。 

１番の案件 位置図は、１ページになります。申請地は、下迫間公民館の西北西約３２０ｍに位

置する農用地区域外にある登記地目田、現況地目畑、１５５㎡。下迫間公民館の西北西約３３０ｍ

に位置する農用地区域外にある田、１１㎡。下迫間公民館の西南西約４７０ｍに位置する農用地区

域外にある畑、３３㎡。下迫間公民館の北北西約５５ｍに位置する農用地区域内にある田、７９８

㎡。下迫間公民館の北北西約５４０ｍに位置する農用地区域内にある田、７５３㎡。５筆、合計１，

７５０㎡。申請の目的は所有権移転です。譲受人は農業経営の拡大を図るもの。譲渡人は高齢にな

り、管理が困難であるため譲受人の要望に応えるものです。 

２番の案件 位置図は、２ページになります。申請地は、千疋体育館の東約１５０ｍに位置する

農用地区域内にある田、３，１８３㎡。申請の目的は所有権移転です。譲受人は農業経営拡大のた

め、申請地を譲り受けるもの。譲渡人は高齢により、管理が困難であるため譲受人の要望に応える

ものです。 

３番の案件 議案は２ページ、位置図は３ページになります。申請地は、ＪＡめぐみの美濃農業

サポートセンターの西約１００ｍに位置する農用地区域内にある田、２９９㎡。申請の目的は所有

権移転です。 

譲受人は、申請地の隣地に農地を所有しており、一体的に耕作し農業経営の拡大を図ると言うもの。
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譲渡人は譲受人の要望に応えるものです。 

すべての案件について、１２月１７日と１２月１８日に現地確認をした結果、農地性ありと確認

しています。 

以上、所有権移転に関するもの３件についてご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第１号について補足説明のある委員さんは

挙手にて発言をお願いします。 

（発言なし） 

○議長（野村茂君）発言がありませんので、第１号議案について質疑を行います。質疑のある方は

挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案第１号について原案のと

おり許可することに異議のない方は、挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第１号の３件を許可することとします。 

続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について、を

議題とします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する

意見について。農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので、意見を求めます。議案

は、３ページからになります。 

１番の案件 位置図は、４ページになります。申請地は、東田原公民館の北約４５０ｍに位置す

る登記地目畑、現況地目宅地、１９８㎡の内１４６．８１㎡。農地の区分は、概ね１０ｈａ以上の

一団の農地であるため、第１種農地と判断します。転用の目的は一般個人住宅、農業用倉庫です。 

申請人は隣地に居住しているが、家族が増え手狭になったことや、農機具を保管する場所が不足

してきたため、一般個人住宅と農業用倉庫を建築すると言うものです。 

１２月１７日に現地確認をしたところ、平成９年頃から宅地として利用しているため、始末書が

添付されています。 

申請地は、第１種農地であるため、原則不許可でありますが、既存施設の２分の１以内の拡張で

あり、農地転用の制限の例外基準をみたすものと考えます。 

２番の案件 位置図は、５ページになります。申請地は巾公民センターの北西約２６０㎡に位置

する登記地目畑、現況地目雑種地、７６㎡。農地の区分は、都市計画法の用途地域のため、第３種

農地と判断します。転用目的は貸駐車場です。 

申請者は、申請地の隣にあるカラオケ店から従業員用の駐車場として利用したいとの要望があり、

貸すことにしたと言うものです。 

１２月１８日に現地確認をしたところ、平成２８年頃から雑種地として利用しており始末書が添

付されています。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

３番の案件 位置図は、６ページになります。申請地は巾公民センターの北西約２５０㎡に位置

する登記地目畑、現況地目宅地、１７㎡。農地の区分は都市計画法の用途地域のため、第３種農地

と判断します。転用目的は貸駐車場です。 

理由は２番の案件と同様です。 

１２月１８日に現地確認をしたところ、平成２８年頃から駐車場として利用しており始末書が添

付されています。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

４番の案件 議案は４ページ、位置図は７ページになります。申請地は下有知南部公民センター

の南約９０㎡に位置する登記地目畑、現況地目宅地一部畑、１，０６０㎡。農地の区分は都市計画

法の用途地域のため、第３種農地と判断します。転用目的は刃物加工業工場、作業場兼倉庫、一般

個人住宅です。 

申請者は工場を経営しており、申請地に刃物加工業工場、作業場兼倉庫、一般個人住宅を建築す

ると言うものです。また、隣地農地所有者の承諾を得ています。 



- 5 - 

 

１２月１８日に現地確認をしたところ、昭和４８年頃に一部宅地となっており、始末書が添付さ

れています。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないと判断します。 

以上、４件について、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第２号について補足説明のある委員さんは 

挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

○議長（野村茂君）無いようですので、これより質疑を行います。議案第２号について質疑のある

議員さんは挙手にて発言をお願いします。 

○１５番（土屋尊史君）２番と３番の案件についてですが、土地的には２番と３番が地目的には繋

がっているのですが、位置図には土地と土地の間に空白の部分があるのですが、筆が違うと言う事

ですか。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）筆が違います。 

○１５番（土屋尊史君）ここは前に申請がしてあると聞いているのですが。私もここに行ったこと

があるのですが全部埋め立てがしてありまして、前にも何か出ていたような気がするのですが。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）この方の農家台帳を見ますと、この２筆だけが理由は分からない

のですが農地のまま残っています。農業委員会としては実際、駐車場となっている所については農

地転用をして下さいと言うことで、きれいにしてもらったと言う事です。 

○１５番（土屋尊史君）この真ん中に入っている所が、普通であれば、１があり、２が飛んで３に

なるのは分かるのですが、入口で道としてカラオケ部分の一体の土地であるのか、どうなのですか。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）公図上は細かい所まで全て筆が分かれています。１５１の１は地

目が宅地としてありまして、１５１の１はへんな公図の切り方がしてありまして、道路に接道され

ているのです。両脇だけが農地として残っていたのです。 

○１５番（土屋尊史君）分かりました。ありがとうございました。 

○議長（野村茂君）他に質疑のある議員さんは挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案第２号について、原案の

とおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は、挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第２号の４件を原案のとおり、岐阜県知事に進達するこ

ととします。 

続きまして議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について、を議

題とします。事務局の説明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）申し訳ありませんが、議案の修正をお願いします。議案１２ペー

ジ。１８番の転用理由を資材置場から駐車場へ修正をお願いします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について。 

 農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので、意見を求めます。議案は５ペー

ジからになります。 

 １番の案件 位置図は８ページになります。申請地は中濃保育園の北東約１２０㎡に位置する畑、

３９０㎡。農地の区分は都市計画法の用途地域のため、第３種農地と判断します。転用の目的は、

一般個人住宅です。 

 譲受人は現在の住まいが手狭になってきたため、申請地に個人住宅を建築すると言うもの。譲受

人は周辺が住宅化され、農地の管理が難しくなってきたため、譲受人の要望に応えると言うもので

す。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 ２番の案件 位置図は９ページになります。申請地は東新公民センターの北東約１４０ｍに位置

する田、２筆３５８㎡。農地の区分は都市計画法の用途地域のため、第３種農地と判断します。転

用の目的は、一般個人住宅です。 
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 使用借人は父から土地を無償で借り受け住宅を建築すると言うもの。使用貸人は子の要望に応え

ると言うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。また、隣地農地所有

者の承諾を得ています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 ３番の案件 位置図は１０ページ、１１ページになります。申請地は富岡小学校の西約５５０ｍ

に位置する田、２９３㎡。従前地の面積、４９２㎡。農地の区分は都市計画法の用途地域のため、

第３種農地と判断します。転用の目的は、一般個人住宅です。 

 使用借人は現在賃貸住宅に住んでいるが、義理の父の土地を借り一般住宅を建築すると言うもの。

使用貸人は子供の家族のため、無償で貸与すると言うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 ４番の案件 議案は６ページ、７ページ、位置図は１２ページになります。申請地は富岡公民セ

ンターの南東約１６０ｍに位置する田、６筆８，１７１㎡。農地の区分は農振農用地です。転用の

目的は砂利採取の一時転用です。 

 借受人は砂利採取業を行っている会社で、申請地を賃貸借により借り受けて砂利採取を行うと言

うもの。貸付人らは借受人の申し出に応じ、貸すと言うものです。砂利採取の期間は許可日より１

８ヶ月となっております。また、隣地農地所有者の承諾を得ています。 

 １２月１７日に現地確認をした結果、田で農地性ありと確認しております。申請は農振農用地で

ありますが、一般的な利用であり農地への復元が誓約されているため、転用はやむを得ないものと

判断します。 

 本案件は砂利採取法第１６条に基づく許可が必要であります。 

 ５番の案件 位置図は１３ページになります。申請地は島集会所の北東約１７０ｍに位置する登

記地目田、現況地目畑、２１９㎡。住宅・事業施設、公共・公益施設等が連坦している区域に近接

する１０ｈａ未満の農地の区域の農地であるため、第２種農地と判断します。転用の目的は一般個

人住宅です。 

 使用借人は実家の隣地にある祖父の土地を借り、一般住宅を建築すると言うもの。使用貸人は高

齢で農作業をすることが困難であるため、無償で申請地を貸与すると言うものです。また、隣地農

地所有者の承諾を得ています。 

 １２月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成すること

が出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 ６番の案件 議案は６ページ、位置図は１４ページになります。申請地は大杉公民館の西約５０

ｍに位置する畑、２６２㎡。農地の区分は住宅、事業施設、公共・公益施設等が連坦しているため、

第３種農地と判断します。転用の目的は一般個人住宅です。 

 譲受人は現在アパート住まいであり、家族が増えたため申請地に住宅を建築すると言うもの。譲

渡人は兼業農家であり、多忙で耕作ができないため譲渡人の要望に応えると言うものです。 

 １２月１７日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 ７番の案件 位置図は１５ページになります。申請地は大杉公民館の東約１３０ｍに位置する登

記地目畑、現況地目雑種地、２筆７１㎡。住宅・事業施設、公共・公益施設等が連坦している区域

に近接する１０ｈａ未満の農地の区域の農地であるため、第２種農地と判断します。転用の目的は

一般個人住宅、車庫・物置です。 

 譲受人は申請地の隣地に居住しているが、駐車場が不足していること、長年の生活で荷物が増え

置く場所がないため、物置を建築すると言うものです。譲渡人は譲受人家族の住環境と生活基盤の

安定拡充に寄与したいと言うものです。 

 １２月１７日に現地確認をしたところ、平成５年頃に雑種地となっており始末書が添付されてい

ます。 

 申請地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成すること
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が出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 ８番の案件 位置図は１６ページになります。申請地は東田原公民館の北約４４０ｍに位置する

登記地目畑、現況地目宅地、４８㎡。農地の区分は概ね１０ｈａ以上の一団の農地区域の農地であ

るため、第１種農地と判断します。転用の目的は一般個人住宅、物置です。 

 譲受人は家族が増え、荷物を置く場所が必要となってきたことから、物置を建築したいと言うも

の。譲渡人は譲受人家族の住環境と生活基盤の安定拡充に寄与したいと言うものです。 

 １２月１７日に現地確認をしたところ、平成２６年頃から住宅として使用しており、始末書が添

付されています。 

 申請地は第１種農地であるため、原則不許可でありますが、既存施設の２分の１以内の拡張であ

り、農地転用の制限の例外基準を満たすものと考えます。構造 

 ９番の案件 議案は９ページ、位置図は１７ページになります。申請地は関市小野構造改善セン

ターの東北東約１２ｍに位置する畑、２９７㎡。住宅・事業施設、公共・公益施設等が連坦してい

る区域に近接する１０ｈａ未満の農地の区域の農地であるため、第２種農地と判断します。転用の

目的は寺院駐車場です。 

 譲受人である寺院は現在駐車場が狭く、行事がある時に周辺住民に迷惑をかけている状況であり、

申請地を駐車場として利用したいと言うもの。譲渡人は住職であり協力すると言うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成すること

が出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 １０番の案件 位置図は１８ページになります。申請地は関郵便局の南約３３０ｍに位置する田、

８９９㎡。農地の区分は都市計画法の用途地域のため、第３種農地と判断します。転用の目的は貸

駐車場です。 

 譲受人は水道工事業を営んでおり、隣接地に事務所があるため従業員の駐車場及び、事業用車両

の駐車場として利用したいと言うもの。譲渡人は自分の経営する会社へ駐車場として貸したいと言

うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 １１番の案件 位置図は１９ページになります。申請地は赤尾公民館の東南東約２１０ｍに位置

する田、３７１㎡。住宅・事業施設、公共・公益施設等が連坦している区域に近接する１０ｈａ未

満の農地の区域の農地であるため、第２種農地と判断します。転用の目的は一般個人住宅です。 

 譲受人は現在隣地にある離れで生活しているが、家族も増えたため自己住宅を建築すると言うも

の。譲渡人は本業が忙しく、耕作をすることが困難なことから子の要望に応えると言うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成すること

が出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 １２番の案件 議案は１０ページ、位置図は２０ページになります。申請地は関市役所の南南東

約２３０ｍに位置する登記地目畑、現況地目畑一部雑種地、８４５㎡の内１７１．４１㎡。 

 農地の区分は都市計画法の用途地域のため、第３種農地と判断します。転用の目的は分譲住宅で

す。 

 賃貸人は賃借人より申請地の一部を借り受け、定期借地権付住宅用地として利用したいと言うも

のです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、平成２０年頃から一部雑種地として使用しており、始末

書が添付されています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 １３番の案件 位置図は２１ページになります。申請地は緑ヶ丘中学校の東約２７０ｍに位置す

る登記地目田、現況地目畑一部雑種地、２９５㎡。登記地目雑種地、現況地目畑、４５㎡。２筆合

計３４０㎡。農地の区分は都市計画法の用途地域のため、第３種農地と判断します。 

 譲受人は現在のアパートが手狭になり、申請地に住宅を建築すると言うもの。譲渡人は譲受人の

申し出に応じると言うものです。 
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 当申請地は平成８年に５条許可が出ており、一部雑種地となっております。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 なお、事変１番と同時許可案件です。 

 １４番の案件 議案は１０ページ、１１ページ、位置図は２２ページになります。申請地は緑ヶ

丘中学校の東南東約３７０ｍに位置する田、３筆２，６６０㎡。農地の区分は都市計画法の用途地

域のため、第３種農地と判断します。転用の目的は分譲住宅です。 

 譲受人は申請地の近隣に住宅や公益施設があり、分譲地として適しているため分譲住宅を建築し

たいと言うもの。譲渡人は譲受人の要望に応えると言うものです。また、隣地農地所有者の承諾を

得ています。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 また、本案件は１，０００㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく開発協議の承認が必

要であります。 

 １５番の案件 位置図は２３ページになります。申請地は関警察署の北約３０メートルに位置す

る田、３４２㎡。農地の区分は都市計画法の用途地域のため、第３種農地と判断します。転用の目

的は一般個人住宅です。 

 譲受人は家族のための家を持ちたく、自宅を建築したいと言うもの。譲渡人は家族の世話などで

農業を続けることが困難であり、譲受人の要望に応えると言うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 １６番の案件 位置図は２４ページになります。申請地は赤土坂公民センターの東北東約４７０

ｍに位置する登記地目畑、現況地目畑一部雑種地、７０８㎡の内３５４．１９㎡。農地の区分は都

市計画法の用途地域のため、第３種農地と判断します。転用の目的は一般個人住宅及び進入路です。 

 使用借人は義理の父から土地を借り、自己住宅を建築したいと言うもの。使用貸人は子の家族の

ために協力をすると言うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、一部農地性がない土地が見受けられたため、始末書を提

出するよう依頼中です。また、隣地農地所有者の承諾を得ています。 

 申請地は第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 １７番の案件 議案は１２ページ、位置図は２５ページになります。申請地は広見公民センター

の北東約４５０ｍに位置する田、２，８６０㎡。住宅・事業施設、公共・公益施設等が連坦してい

る区域に近接する１０ｈａ未満の農地の区域の農地であるため、第２種農地と判断します。転用の

目的は建築業資材置場です。 

 譲受人は建設業を営んでいるが資材置場が不足してきたことから、申請地を資材置場として利用

したいと言うもの。譲渡人は高齢のため農業を縮小したいこともあり、譲受人の要望に応えると言

うものです。 

１２月１８日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成すること

が出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 また、本案件は１，０００㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく開発協議の承認が必

要であります。 

 １８番の案件 位置図は２６ページになります。申請地は岐阜県魚苗センターの北約３５０ｍに

位置する田、３４２㎡。農地の区分は概ね１０ｈａ以上の一団の農地区域の農地であるため、第１

種農地と判断します。転用の目的は合成繊維原料加工業駐車場です。 

 譲受人は申請地を従業員の駐車場として利用したいと言うもの。譲渡人は譲受人の要望に応える

と言うものです。 

１２月１８日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第１種農地であるため原則不許可でありますが、既存施設の２分の１以内の拡張であり、

農地転用の制限の例外基準を満たすものと考えます。 

 １９番の案件 位置図は２７ページになります。申請地は上之保浄化センターの北約２１０ｍに
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位置する田、５８９㎡。住宅・事業施設、公共・公益施設等が連坦している区域に近接する１０ｈ

ａ未満の農地の区域の農地であるため、第２種農地と判断します。転用の目的は建築業駐車場です。 

 賃借人は申請地を借り受け、会社の駐車場として利用したいと言うもの。賃貸人は体力的にも困

難なため、賃借人の要望に応えると言うものです。また、隣地農地所有者の承諾を得ています。 

１２月１８日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。 

２０番の案件 議案は１３ページ、位置図は２８ページになります。申請地は旧上之保中学校の

南約５５０ｍに位置する畑、６８㎡。農地の区分は中山間地域等の未整備の小規模農地のため、第

２種農地と判断します。転用の目的は一般個人住宅、庭です。 

 譲受人は隣接地とその上にある建物を購入したが、この土地だけでは手狭であることから、庭と

して利用したいと言うもの。譲渡人は居住地が遠方なことから、農地として管理することが困難で

あることから、譲受人の要望に応えるものです。 

１２月１８日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。 

申請地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成すること

が出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 ２１番の案件 位置図は２９ページになります。申請地は武芸川浄化センターの北約１６０ｍに

位置する田、１，９２２㎡。畑、２筆６７㎡。登記地目田、現況地目畑、６２４㎡。４筆、合計２，

６１３㎡。住宅・事業施設、公共・公益施設等が連坦している区域に近接する１０ｈａ未満の農地

の区域の農地であるため、第２種農地と判断します。転用の目的は金属機械器具工具製造業の駐車

場です。 

 譲受人は現在駐車場として利用している土地に事務所、商品展示場を建築するため、従業員の駐

車場が不足することから、申請地を駐車場として利用したいと言うもの。譲渡人は仕事が遠方で耕

作ができないことや、高齢で耕作できないことから譲受人の要望に応えると言うものです。また、

隣地農地所有者の承諾を得ています。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、田及び畑で農地性ありと確認しています。 

 申請地は第２種農地であるため、代替性について検討した結果、他に事業の目的を達成すること

が出来る土地がないため、転用はやむを得ないものと判断します。 

 また、本案件は１，０００㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく開発協議の承認が必

要であります。 

 以上、所有権移転に関するもの１５件、使用貸借権設定に関するもの３件、賃貸借権設定に関す

るもの３件、合計２１件につきましてご審議をお願いいたします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第３号について補足説明のある委員さんは

挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

○議長（野村茂君）無いようですので、これより質疑を行います。議案第３号について質疑のある

議員さんは挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

○議長（野村茂君）他に質疑もないようですので、これより採決します。議案第３号について、原

案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は、挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第３号の２１件を原案のとおり、岐阜県知事に進達する

こととします。 

続きまして議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について、を議題とします。事務局の説

明をお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について農地転用許

可後の事業計画変更申請がありましたので、意見を求めます。議案は１４ページからになります。 

 １番の案件 位置図は３０ページになります。申請地は緑ヶ丘中学校の東約２７０ｍに位置する

登記地目田、現況地目畑一部雑種地、２９５㎡。変更内容は事業計画者と転用目的の変更です。 

 当初事業計画者は平成８年４月１６日に駐車場として５条許可を受けたが、整地費用が賄えず、

計画が頓挫してしまいました。そのため転用が出来ていないと言う状況です。変更後の事業計画者
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は現在住んでいるアパートが手狭になったため、申請地を買い受けて、一般個人住宅を建設したい

と言うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、畑一部雑種地であることを確認しています。 

 申請地は都市計画法の用途地域のため、第３種農地であるため転用はやむを得ないものと判断し

ます。 

 ２番の案件 位置図は３１ページになります。申請地は東海北陸自動車道関ＩＣの南東約３５０

ｍに位置する登記地目田、現況地目雑種地、４４６㎡。変更内容は転用目的の変更です。 

 当初事業計画者は平成３０年４月２７日にスクラップ置場として５条許可を受けたが、工場が手

狭になったことから工場を建設したいと言うものです。 

 １２月１８日に現地確認をしたところ、雑種地であることを確認しています。 

 申請地は都市計画法の用途地域のため、第３種農地であるため転用はやむを得ないものと判断し

ます。 

 以上、事業計画変更２件につきましてご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第 4号、事業計画変更申請において補足説

明のある委員は挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

○議長（野村茂君）無いようですので、これより質疑を行います。議案第４号について質疑のある

議員さんは挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案第４号について、原案の

とおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は、挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第４号の２件を原案のとおり、岐阜県知事に進達するこ

ととします。 

○議長（野村茂君）次に議案第５号 農用地利用集積計画の承認について、を議題とします。事務

局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第５号 農用地利用集積計画の承認について。農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求

めます。議案は１５ページからになります。 

 賃貸借権の設定に関するものについて、新規が１１件、更新が１２件。使用貸借権設定に関する

ものについて、新規が５件、合計２８件。地目は田２８筆、５０，２６８㎡。地区は、武芸川町跡

部、武芸川町谷口、武芸川町宇多院、広見、黒屋、東本郷の６地区。権利の設定を受けるものは、

有限会社むげがわ農産、他です。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

 以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第５号について質疑を行います。質疑のあ

る委員さんは挙手にて発言をお願いします。 

○１５番（土屋尊史君）１１番と１２番の地番が同じで面積は違っていますが、同じ地番で面積が

違うのはおかしいのではないですか。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）確認します。 

○１５番（土屋尊史君）行う事に反対はしませんが、出すなら直しておいて欲しいと思います。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）農林課からデータを頂いて議案を作成しておりますが、筆は別々

の筆でありますので、確認して修正させていただきます。申し訳ありません。 

○議長（野村茂君）ただいま土屋委員から指摘ありました件につきましては、確認していただくよ

うお願いいたします。 

○議長（野村茂君）他に質疑のある議員さんは挙手にて発言をお願いします。 

    （発言なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案第５号について、原案の

とおり承認することに異議のない方は、挙手をお願いします。 
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        （全員挙手） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第５号農用地利用集積計画について、原案のとおり承認

することとします。 

 続きまして、議案第６号森林法第２５条に基づく保安林指定をするため、地目が農地である土地

に関する地目認定について、を議題とします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）議案第６号 地目が田・畑であって現況が森林である土地の保安

林指定について。登記上の地目が田、畑であって、現況が森林である土地に関する保安林指定につ

いて、令和元年１２月１１日付け中農林第１１７８号の２により中濃農林事務所長から協議があっ

たので意見を求めます。議案は１８ページ、１９ページになります。 

今回、保安林指定をするにあたり、現況が森林であることが保安林に指定するために必要である

ことから、承認を求めると言うものです。所在地は板取岩本地区にある３筆、登記地目畑、１，０

１１㎡でございます。 

 １２月１２日に現地確認をしたところ、既に山林となっていることを確認しています。 

 以上、保安林指定をするために畑から山林への土地の地目認定について、ご審議をお願いします。 

○議長（野村茂君）事務局の説明が終わりました。議案第６号について質疑を行います。質疑のあ

る委員さんは挙手にて発言をお願いします。 

（発言なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。議案第６号について、原案の

とおり承認することに異議のない方は、挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

○議長（野村茂君）全員挙手のため、議案第６号、森林法第２５条づく保安林指定をするための申

請地目の地目認定について、現況地目は山林であると回答することといたします。 

○議長（野村茂君）続きまして関農委第１号、についてご審議をいただきますが、そのまえに事務

局から審議を頂く趣旨について説明をさせていただきます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）今回の農業委員会総会に提出させていただきました決議（案）に

ついて、簡単に説明させていただきます。 

 本日、次第とともに配布させていただきました農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）に

ついてですが、この件につきましては昨年１２月の農業委員・推進委員さんとの合同会議の中です

でにお話をさせていただきました案件になります。 

昨年度、他県ではありますが収賄容疑等で農業委員会関係の会長等が逮捕されると言う不祥事が

ありました。行政委員会である農業委員会につきましては法令等を守っていただきまして、公平・

構成な職務遂行に努めていただくと言う事で、今回このような決議案を提出させていただきまして、

みなさんで図って頂きたいと言うものです。 

 本日お配りしました、決議案の中に農業委員会法第３１条や第３３条と言うものがあります。第

３１条は議事参与の制限と言う事で、農業委員会の委員は自己又は同居の親族、若しくはその配偶

者に関する事項については参与する事が出来ない。第３３条につきましては、会長は農林水産省令

に定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネット等の利用、その他の適切な方法に

より公表をしなければならない。と言う事で、岐阜県農業会議より各県内の農業委員会でこう言っ

たものを決議していただいて、議事録に挙げていただきたいと言うことです。全国的に北海道から

沖縄まで全国農業会議から話があったと言うことで決議案をあげさせていただきました。 

以上です。よろしくお願いします。 

議長（野村茂君）それでは議案の案件について審議をお願いしたいと思います。関農委第１号農業

委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）について、を議題とします。本件は安田職務代理が説明

を致しますのでよろしくお願いいたします。 

〇職務代理（安田孝義君）ご指名をいただきましたので、関農委第１号決議案を朗読いたしまして、

議案の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

関農委第１号、農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案） 

（朗読） 

○議長（野村茂君）決議案の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある委員さん
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は挙手にて発言をお願いします。 

○１５番（土屋尊史君）二行目にあります農地利用の最適化の所を適正化と読んでみえたので、直

して再度読んでいただきたいと思います。言ってみえる事と書いてある事が違うと意味が違ってし

まうので。 

〇職務代理（安田孝義君）農地利用の最適化です。 

○１５番（土屋尊史君）はい。それで結構です。 

○議長（野村茂君）他に質疑のある委員さんはみえませんか。 

（発言なし） 

○議長（野村茂君）質疑もないようですので、これより採決します。農業委員会の法令遵守の申し

合わせ決議（案）に異議のない方は、挙手をお願いします。 

        （全員挙手） 

○議長（野村茂君）全員の挙手をいただきました。関農委第１号は原案のとおり可決されました。 

〇職務代理（安田孝義君）可決されましたので、両カッコ案を消してください。 

○議長（野村茂君）審議いただきましてありがとうございました。本日の議案につきましては、全

て終わりました。どうもありがとうございました。 

その他について事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）次回の農業委員会総会ですが、２月６日木曜日、午前１０時から

予定しております。出席のほどよろしくお願いいたします。 

二点目ですが、令和元年度の地域別農業委員・最適化推進委員会の研修会の開催が岐阜県農業会

議からありました。今回岐阜会場と関会場とのことで、地元関市にて開催されます。期日につきま

しては１月２１日、火曜日の１３時３０分から１６時３０分の３時間です。大変お忙しい時期です

が、参加をお願いします。また、出欠の報告を頂けるとありがたいと思います。今回の研修は今ま

での研修と少し変えられまして、全体研修会は対象地域の農業委員さん全員受けられる、後半部分

については先進地の事例報告会が高山と恵那の中間管理機構や農業集積集約の活動についての報告、

プラス、コーディネーター研修会と言うことで、地域における話し合いの進め方、いわゆる司会進

行と言うわけではありませんが、コーディネーターの研修会を同時に行うと言うことで、２パータ、

ご検討をお願いします。以上になります。 

○１番（安田美雄君）２１日は都合が悪いので、２０日の岐阜会場に出席してもよろしいですか。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）分かりました。事務局から連絡をさせてもらいます。事例研修と

コーディネーター研修のどちらを受けられますか。 

○１番（安田美雄君）事例研修でお願いします。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）それでは事例研修で連絡させてもらいます。 

〇４番（佐藤平和君）雑談ですがよろしいでしょうか。保安林の指定を解除するのは非常に難しい

と聞いておりますが、この前、畑に木が生えているから保安林にすると言う案でしたが、所有者の

承諾があるのでしょうか。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）承諾がないとできません。県の工事関係で、どうしても保安林に

しないと工事が出来ないと言う事で、所有者が自分の所の土地なので所有者がダメと言われると県

の工事が出来ないので、承諾はあります。 

〇４番（佐藤平和君）保安林を解除する場合は農地転用より難しいと聞いておりますが、全くでき

ないのでしょうか。 

○事務局課長補佐（小石隆之君）保安林に関しては知識がないので、分かりませんので林務の担当

に聞いておきます。簡単には外せないと聞いております。 

 伐採届なども自分の山だからと言って、木を簡単には切れないのでいろいろと縛りがかかってい

るみたいです。 

〇職務代理（安田孝義君）１時間余に渡りご審議を頂きましてありがとうございます。これをもち

まして総会を終了させていただきます。ありがとうございました。 
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午前１１時１２分 閉会 

本日の議会の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。 
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